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港

巾
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第
二
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田
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A 
O 

中

の

港

世

浦

周

キT

関

税

の

寄

附

我
闘
の
泌
岡
崎
は
中
世
に
入
っ
て
交
通
運
輸
の
聞
け
行
〈
ピ
共
に
、

概
し
て
盆
順
調

ω畿
迭
を
遂
げ
た
。
殊
に
其

中
期
以
後
支
那
正

ω
闘
交
が
開
始
さ
れ
、
真
に
末
期
に
及
ん
で
西
欧
諸
凶
人
ご
の
貿
易
も
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
は

そ
れ
に
刺
激
苫
れ

τ・
従
来
後
連

ω道
程
に
あ
っ
た
も
の
、
一
層
多

f
利
用
苫
れ
て
般
脹
を
加
へ
た
外
に
、
新
た

な
港
、
尚
も
亦
到
る
蕗
に
撞
踊

L
出
し
た
。

斯
〈
て
港
が
栄
え

τ、
出
納
入
舶
の
絶
附
な
き
繁
昌
を
鬼
せ
る
-
ご
と
に
な
れ
ば
、
閥
殺
の
枚
入
も
お
の
づ
か
ら

増
加
を
来
た
す
は
自
然
的
一
勢
で
ゐ
る
が
、
租
税
の
本
質
上
、
他
の
不
離
貨
な
枚
入
ご
は
遭
っ
て
、

田
租
同
様
の
確

質
性
を
有
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
早
〈
も
利
殖

ω法
に
援
自
の
な
き
嘗
時
の
寺
枇
に
着
目
さ
れ
る
よ
一
フ
に
な
っ

た
o

就
中
寺
院
の
如
き
は
、
古
来
判
野
的
信
仰
が
同
時
〈
、
寺
産
も
慨
し

τ裕
か
な
る
に
任
せ
て
、
利
盆
の
増
殖
を

岡・
9

、
一
一
輔
の
金
融
機
闘
の
作
用
を
な

L
来
つ
允
も
の
さ
へ
あ
る
か
ら
、
何
俊
此
磁
寅
な
財
源
を
見
遁
す
筈
が
あ

.、

， ' .・e



ら
う
、
其
堂
塔
股
合
の
修
繕
が
さ
し
迫
っ
て
居
な
が
ら
、
大
功
成
就
し
難
い
と
い
ふ
を
口
質
E
L
て
永
久
に
若
L

〈
は
成
期
間
内
、
応
困

ω
一
同
寄
附
を
奉
論
L
た
さ
同
一
の
手
段
で
、
主
な
る
港

ω閥
税
の
み
一
部
若
し
く
は
一
部

を
一
定
的
期
間
寺
中
部
に
付
せ
ら
る
べ
き
こ
子
宮
申
請
す
る
の
風
を
生
じ
た
。
中
世
の
港
に
関
す
る
記
録
は
殆
ど
此

関
税
の
枚
授
ぜ
そ
れ
か
ら
惹
起
さ
れ
た
弱
藤
正
を
以
て
浦
わ
い
苫
れ
て
居
る
。
例
へ
ば
延
慶
一
冗
年
(
十
二
月
二
十
七

日
)
山
伏
見
上
皇
の
院
宣
に
於

t
.東
大
守
的
申
請
に
任
せ
て
兵
庫
島
の
出
入
の
肺
舶
か
ら
徴
牧
す
る
升
米
hv¥

永

代
東
大
守
入
幡
宮
に
寄
附
さ
れ
ド
、
寺
家
は
こ
れ
を
其
枚
入
ご
す
る
代
h
に
、
島
の
修
間
的
も
港
機
の
修
築
は
、
寺

-
米
に
於
T
行
ふ
こ
と
、
な
っ
た
(
東
大
寺
文
書
)
O

こ
れ
に
擦
る
ご
西
闘
よ
h
出
入
の
舶
は
、
ξ
れ
が
紳
枇
、
仰
寺
・

椎
門
勢
家
の
租
税
を
蓮
迭
す
る
も
の
で
あ
ら
う
ご
、
上
b
般
か
ら
は
石
別
升
米
を
、
下
般
か
ら
は
置
石
山
名
仁
於

τそ
れ
ん
¥
関
税
を
徴
牧
す
る
こ
ご
を
許
苫
れ
た
の
で
ゐ
る
。
所
間
石
別
升
米
ご
は
、
般
の
積
載
料
一
石
毎
に
一

升
ぬ
率
を
以
て
徴
収
す
る
も
の
で
ゐ
る
G
M
M

石
ご
は
修
削
料
ご
も
い
は
れ
て
、
石
掠
り
挺
石
hr
ら
出
で
た
名
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
亦
一
石
に
つ
い
w

て
一
升
の
倒
で
取
る
升
米
で
ゐ
っ
た
け
れ
ど
も
、
唯
上
h
般
ご
下
b
加
古
に
依
っ

τ、

其
名
都
を
異
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
仙
川
舶
の
出
帆
す
る
場
合
に
徴
牧
苫
れ
た
通
過
校
正
宥
倣
す
べ
き
で
ゐ
ら
う
。

此
場
合
は
港
、
時
の
修
築
が
主
た
る
目
的
一
で
ゐ
っ
て
、
問
削
密
の
御
願
の
料
所
に
は
其
伶
剰
を
充
て
る
ご
い
ふ
的
で

あ
る
か
ら
、
若
し
伶
剰
が
な
か
う
た
場
令
は
、
京
大
寺
は
唯
兵
庫
泌

ω修
築
に
賞
る
に
止
よ
っ
て
、
寺
家
ご
し
て

の
主
た
る
目
的

t
あ
っ
た
東
大
寺
八
幡
宮
仁
閲
す
る
寺
則
正

L
て
は
何
者
も
残
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

設

港

第
二
十
問
答

八

C
三

昔前

世:

第
五
悦

'1' 

ヒ

台〉
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升
米
の
外
に
寄
附
さ
れ
た
も
の
に
目
銭
も
ゐ
っ
た
。
正
和
二
年
二
月
に
、
東
大
寺
の
東
搭
が
落
震
の
矯
め
に
火

を
失
し
て
燐
己
し
た
時
に
、
朝
廷
で
は
柿
崎
、
波
法
、
及
び
兵
庫
烏
の
三
闘
の
商
船
内
目
鋭
の
枚
入
の
二
分
の
一

を
東
大
寺
に
寄
附
し
て
塔
婆
の
修
理
料
に
充

τ宮
せ
ら
れ
た
の
は
共
一
例
で
あ
る
。
此
場
合
白
俄
の
二
分
の
一
は

般
に
揺
津
岡
住
吉
枇
の
池
借
料
所
ご
し
て
寄
附
苫
れ
て
盾
た
か
ら
、
是
等
の
三
港
に
於
り
る
商
般
の
目
銭
は
、
会

部
住
吉
枇
及
び
東
大
寺
の
管
理
に
録
し
た
の
で
あ
る
。

一一• 
開
所
ご
寺
院
ご
の
関
係

関
税
寄
附
の
結
凶
末
、
開
所
ご
寺
院
正
の
闘
係
如
何
正
い
へ
ば
‘
前
記
兵
庫
閥
的
場
合
に
於
て
は
、
升
米
寄
附
の

院
宣
を
品
目
せ
ら
れ
た
院
聴
か
ら
其
執
行
命
令
ル
幕
府
に
下
古
川
ぺ
幕
府
は
夏
に
京
都
的
繭
六
波
維
に
仰
へ
、
爾
六

波
昨
臓
か
ら
は
閑
人
的
使
を
兵
庫
に
出
張
き
せ
て
、
東
大
寺
的
代
表
者
た
る
雑
草
を
関
所
に
倍
き
、
升
米
徴
股
の
規

定
を
定
め
て
掲
示

L
た
。
こ
れ
が
嘗
時
使
節

ω
進
行
古
都
L
て
居
た
も
の
で
あ
る
o

此
一
一
例
を
以
て
も
知
ら
る
、

如
〈
、
閥
税
り
牧
入
を
取
げ
て
寺
に
寄
附
さ
れ
た
場
合
は
、
寺
か
ら
雑
掌
を
閥
所
に
置
い
て
開
所
の
事
務
一
切
を

執
行
し
た
も
の
で
あ
る
o
故
に
関
所

t
L
て
は
一
日
も
忽
せ
に
出
来
な
い
地
神
の
修
築
に
最
も
重
き
を
置
い
て
、

閥
税
的
枚
入
は
先
づ
其
綴
費
に
充
工
、
寺
ご
し
て
は
寧
ろ
主
要
目
的
で
あ
っ
た
寺
別
を
後
に

L
て
、
僅
ド
修
築
費

の
鈴
剰
を
充

τる
こ
ぜ
を
以

τ満
足
し
柁
誇
t
ゐ
る
。

晶、

，・.，



併
し
東
大
寺
の
寺
周
り
鋳
め
の
升
米
り
如
く
、
恒
久
的
の
目
的
を
有
っ
て
閥
枕

ω永
代
寄
附
を
受
け
る
こ
芭

一
定

ω期
間
、
閲
枕

ω
一
郎
寄
附
を
得

る
の
を
例
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
い
暴
げ
た
東
大
寺
東
搭
り
修
理
料

ω如
き
も
、
修
理
完
成
期
間
丈
の
寄
附
た

は
寧
ろ
特
殊
の
場
合
で
あ
っ
て
‘
大
抵
は
或
一
時
的

ω
事
業

ω銭
め
ド
、

る
こ
正
が
知
れ
る
が
、
試
み
じ
他
の
例
を
示
す
な
ら
ば
、
延
燦
三
年
十
月
二
十
三
日
の
伏
見
上
皇
の
院
宣
仁
依
つ

JL
、
淀
閲
升
米
枚
入
の
二
分
の
一
を
、
常
年
か
ら
十
筒
年
を
限
っ
て
、
高
野
山
大
塔
修
管
料
に
充
て
ら
れ
た
る
が

如
量
、
又
正
和
五
年
間
十
月
十
五
日
山
岡
上
皇
の
院
宣
に
依
っ
て
、
越
前
国
故
M
H
沖
の
升
米
は
石
別
一
升
、
雑
物

は
北
日
百
分
の
一
を
紙
凶
枇
帥
山
県
浩
養
料
所
己

L
て
、
同
年
よ
り
六
筒
年
間
寄
附
さ
れ
た
る
が
如
、
3

は
、
脅
其
一
例

ご
し
て
見
る
こ
ど
が
出
来
る
。

併
し
乍
ら
寄
附
を
受
り
た
も
の
は
、
少
し
も
官
民
く
其
収
品
揺
を
続
け
た
い
こ
ご
は
言
ム
迄
も
な
い
か
ら
、
稲
々
の

口
一
貨
を
設
け
て
、
期
聞
の
延
長
を
求
め
花
。
前
仁
傘
げ
た
東
大
寺
東
培

ω修
理
料
ご
し
一
1
の
紳
崎
、
波
法
、
兵
庫

三
津
の
目
銭
の
寄
附
的
如
ヨ
も
、
入
年
後
の
元
宇
一
元
年
に
、
東
大
寺
内
得
る
ど
こ
ろ
の
ニ
分
の
一
を
制

ν
て
、
同

寺

ω束
一
削
院
'qJ
家
の
修
理
費
に
寄
せ
ら
れ
、
兎
に
六
年
後
の
嘉
勝
二
年
に
は
、
此
三
浄
山
り
目
銭
白
金
郎
e

官
、
周
年

よ
ち
入
筒
年
間
.
叉
同
寺
大
仰
取
梯
葺
料
正
し
て
寄
附
さ
れ
、
北
(
四
分
の
一
を
以
て
束
両
院
々
家

ω修
理
費
に
充

τら
れ
た
o

東
大
寺
は
も
正
此
三
津
の
目
銭
の
こ
れ
す
の
一
や
輿
へ
ら
れ
た
の
を
、
後
に
英
二
分
の
一
を
東
南
院
の

修
理
費
に
充
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
東
南
院
の
受
〈
る
と
こ
ろ
は
一
一
一
律

ω日
銭
枚
入
会
館
り
問
分
り
一
で

議

2詣

第
一
一
十
問
巻

八

O
五

世E

港

第
一
h
班

JL 

ιJ 
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今
一
箇
所
で
は
嘗
島
修
闘
料
正
し
て
‘
上
'9
舶
ぷ
び
下
り
般
か
ら
四
十
五
文
を
徴
敬
す
る
こ
ど
が
行
れ
た
G

を
れ

諭

讃

世

q' 

権

ιコ

第
二
十
凹
谷

λ
O
六

第
五
都

O 

め
っ
た
。
故
に
是
時
三
津
山
り
目
鏡
り
金
制
が
、
来
大
寺
に
寄
附
さ
れ
た
場
合
に
・
東
一
間
院
が
共
四
分
一
を
受
げ
る
ー

こ
ピ
、
な
っ
た
の
は
、
も
吉
、
f
、
‘
通
り
些
り
縫
克
が
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
o

珂
6
4
-

つ
名
義
を
刈
ゐ
乍
ら
・

事
賞
延
期
に
延
期
を
重
ね
て
、
恒
久
的
性
質
り
も

ωピ
す
る
に
於

τは
、
常
初
制
限
の
精
榊
は
全
〈
筏
却
さ
れ

て
B

無
意
義
し
な
っ

τ仕
鉾
ム
で
ゐ
ら
う
。
そ
れ
ば
か
ふ
り
で
は
な
い
、
寄
附
ケ
受
け
た
後
は
寄
附
凶
保
件
り
如
き

も
、
勤
も
す
れ
ば
受
給
者
ゆ
布
利
に
解
稗
さ
れ
て
、

い
っ
し
が
寄
附

ω目
的
共
者
も
波
却
古
る
、
ば
か

h
に
・
事

質
上
の
修
正
が
加
へ
ら
れ
た
こ
ご
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
、
其
質
例
正
し
て
-
東
大
寺

ω兵
庫
島
升
水

ω寄
附

ω場

合
を
事
げ
よ
ラ
。

寄
附
保
件
の
修
正

此
寄
附
の
目
的
は
島
の
修
闘
邸
ち
兵
庫
挫
の
修
築
が
主
で
あ
っ
て
、
寺
刷
は
従
で
あ
っ
た
o

こ
れ
が
斜
め
に
上

b
般
か
ら
は
石
別
升
米
を
徴
牧
し
、
下
b
加
hr

ら
は
置
石
の
名
に
於
て
、
岡
山
川
升
米
を
徴
牧

L
た
か
ら
・
自
然
闘

所
が
ニ
筒
所
に
設
げ
ら
れ

τ居
っ
た
で
る
ら
づ
。
然
る
に
共
後
ド
つ
し
か
東
大
寺
山
雑
草
が
兵
庫
島
に
三
筒
肋
の

関
所
乞
設
り
.

一
筒
所
ゆ
閲
で
は
来
大
寺
入
幡
宮
山
り
修
造
料
ご
し
て
出
入
の
舶
帥
聞
か
ら
石
川
一
升
、

雑
物
ニ
百
文

を
徴
牧
L
、
今
一
筒
所

ω闘
で
は
同
枇
一
脚
興
り
也
替
料
ご
し
て
、
前
同
様
石
別
一
升
、

雑
物
二
百
文
を
徴
枇
し
、

-、

，...，・e



が
問
題
ピ
な
っ
て
、
最
初
某
寄
附
の
あ
っ
て
か
ら
七
年
目
の
正
和
四
年
に
、
六
波
羅
か
ら
雨
使
を
兵
庫
島
に
出
張

さ
せ
て
調
査
を
さ
せ
た
が
、
蛍
時
六
波
騨
臓
が
此
雨
使
仁
奥
へ
た

4
書
印
も
命
令
書
を
見
る
ご
、
第
一
の
聞
に
於

τ

升
米
を
徴
す
る
こ
ピ
は
院
宣
u
A
ぴ
鎌
倉
山
り
御
致
蓄
、
大
波
維

ω施
行
放
が
あ
る
か
ら
無
論
差
支
は
な
い
が
、

R 
雑

物
ニ
一
日
文
を
徴
牧
す
る
-

h

ご
は
、
東
大
寺
の
開
務
雑
掌
に
所
見
放
削
も
記
録
的
有
無
を
尋
ね
て
、
者
L
ぞ
れ
が
な

げ
れ
ば
停
止
せ
よ
正
い
ふ
の
で
ゐ
る
。
第
二
の
開
所
は
東
大
寺
が
許
可
を
受
付
中
し
て
私
に
設
り
た
新
聞
で
あ

る
0

・
東
大
寺
が
呆
し
て
兵
庫
島
に
斯
る
新
闘
を
立
て
、
居
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
停
止
す
べ

1
ピ
レ
っ
て
居
る
o

最

後
仁
第
三
の
関
所
は
、
商
人
か
ら
六
波
羅
に
向
っ
て
其
違
法
の
徴
税
た
る
こ
ご
を
申
立
て
、
居
.
る
も
の
で
あ
る
C

彼
等

ω言
ふ
ご
こ
ろ
で
は
、
是
迄
は
下
h
般
に
限
っ
て
一
升
を
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
近
年
は
上
h
，
般
か

ら
も
、
下
b
般
か
ら
も
取
り
立

τら
れ
る
古
い
っ
て
居
る
。
故
に
六
波
経
正
し
て
は
、
こ
れ
も
東
大
寺
の
閥
務
雑

掌
及
び
宮
所
預
所
地
一
服
代
等
に
尋
問
し
て
、
茸
{
副
書
ピ
諮
健
書
類
ご
を
提
出
す
る
ζ
Z
を
命
じ
た
の
で
あ
る
o

こ

れ
に
縫
っ
て
も
知
ら
る
、
如
く
、
升
米
政
入
が
主
正
し
て
修
築
り
鈍
費
に
充
て
ら
る
べ
き
寄
附
の
目
的
は
阪
に
無

捌
き
れ

τ、
そ
れ
は
回
早
な
る
申
誇
ば
か
b
の
徴
牧
に
止
ま
b
、
課
税
の
本
位
は
専
ら
東
大
寺
人
幡
宮
の
修
治
料
及

び
紳
興
治
替
料
に
充
て
ら
れ
、
殊
に
後
岩
の
如
き
は
、
金
〈
蛍
初

ω院
宣
に
も
な
き
新
負
搬
を
強
ひ
た
も
の
で
あ

る
。
叉
修
築
に
謝
し
て
も
、
院
宣
に
は
車
に
下
b
舶
の
み
か
ら
一
升
を
徴
す
る
こ
正
、
商
人
の
主
張
正
相
一
致
し

一
様
に
四
十
五
文
を
徴
す
る
こ

Z
は
全
〈
院
宣
を
無

て
居
る
の
に
、
下
b
舶
の
み
な
ら
宇
、
上
り
般
か
ら
迄
も
、

諭

叢

世

港

<l' 

白

第
二
十
四
巻

第
五
副
都

λ
O
七

ヨ
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叢

論

世

港

V) 

第
二
十
四
巻

λ
O
凡

第
五
腕

視
し
て
田
市
る
も
の
で
あ
っ
た
。

前
に
事
げ
た
兵
庫
闘
の
場
合
は
英
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
斯
様
な
賞
例
は
他
に
ー
も
多
々
あ
っ
た
こ
吉
、
患
は
れ

る
o

然
れ
ば
闘
稔
の
枚
入
を
枇
寺
に
寄
附
す
る
こ
ご
は
、
港
溺

ω俊
遠
山
り
怨
め
に
望
ま
し
き
こ
ご
で
あ
っ
た
か
な

か
っ
た
か
は
自
然
に
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
印
も
此
稀
の
寄
附
は
法
制
間
的
修
築
等
港
、
街
そ
れ
自
慢
を
よ
〈
す

る
こ
と
よ
'
り
も
、
牧
盆
が
目
的
で
あ
っ
た
上
仁
、

一
定
の
期
限
が
ゐ
っ
た
か
ら
、
寄
附
を
受
け
た
方
で
H
H
、
此
期

限
内
に
議
定
の
否
、
強
定
以
上
の
牧
盆
を
皐
げ
ん
ご
し
て
、
動
も
す
れ
ば
苛
征
誌
求
を
事
正
す
る
を
兎
れ
な
か
っ

た
o
東
大
寺
の
兵
庫
島
の
如
き
は
、
共
目
的
を
第
一
修
問
料
ご
す
る
こ
E
に
限
定
さ
れ
て
あ
っ
た
に
拘
ら
争
、
却

τ寺
用
を
第
一

E
し
て
、
肝
腎
の
修
築
を
一
一
夜
的
に
取
扱
っ
た
の
を
見

τも
、
他
は
推
し

τ知
る
二
ご
が
出
来
よ

ぅ。
枇
寺
自
身
が
さ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
葉
意
を
承
け
た
閲
務
雑
草
の
如
き
は
、
金
〈
牧
盆
を
印
事
「
る
の
外
、
眼
中

何
物
も
な
か
っ
た
。

一
例
を
翠
「
れ
ば
、
嘉
暦
年
間
仁
、
橋
脚
岡
編
泊
闘
の
雑
掌
正
兵
庫
島
ご
持
臓
を
生
じ
て
互

に
六
波
離
に
訴
へ
た
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
兵
出
陣
島
の
閥
務
が
京
大
寺
の
管
理
に
蹄
し
た
如
〈
、
踊
泊
の
そ
れ

は
、
英
勢
力
の
東
大
寺
に
匹
敵
し
て
居
た
興
踊
寺
の
管
理
に
婦
し
て
、
入
港
の
鋤
舶
か
ら
升
米
を
徴
牧
し
っ
、
ぁ

っ
た
が
、
商
人
や
梶
取
等
は
放
さ
ら
に
其
閥
枕
を
忌
越
せ
ん
ご
し
て
、
一
胴
泊
に
入
泌
す
る
代
b
に
、
兵
庫
烏
へ
入

港
す
る
を
例
ど
し
た
o

そ
れ
ら
の
脱
税
を
闘
っ
た
船
舶
の
事
を
、
賞
時
逃
舶
芭
か
落
般
ご
か
い
っ
て
居
る
。
斯
〈

-、‘・

. . . .. 'fI 



7-
は
繭
泊
の
関
税
の
牧
入

ω成
績
が
思
は
し
く
な

ν
か
ら
、
調
泊
の
閲
務
雑
掌
は
兵
庫
島
に
乱
入

Lτ
、
そ
こ
に

入
港
中
の
そ
れ
ら
の
逃
肋
に
乗
移
っ
て
、
関
税
の
強
制
執
行
を
し
た
潟
め
に
、
兵
庫
島
に
於
て
は
、
東
大
寺
の
閥

務
職
務
執
行
的
妨
害

F

己
な
っ
た
の
で
め
る
。
常
時
六
波
維
凶
御
教
書
(
世
帯
M
M
股
二
年
五
月
二
十
五
日
)
仁
健
る
ご
、
踊

泊
閲
務
は
そ
れ
ら
の
逃
紬

ω銭
的
に
替
に
兵
庫
烏
ば
か
ー
の
で
な
く
、
海
上
に
於
て
も
、
亦
波
退
、
神
崎
に
於

τ

も
、
北
万
微
牧
t
f
t

行
っ
た
健
子
で
あ
っ
て
、
徹
底
的
に
脱
枕
者
ヤ
取
締
る
銭
的
に
し
き
ち
に
活
躍
し
っ
、
あ
っ
た
こ

己
、
見
え
る
が
、
結
局
踊
泊
の
升
米
は
踊
泊
に
於
一
1
股
省
に
徴
牧
事
務
炉
、
取
扱
ふ
こ
ぐ
」
、
[
て
、
兵
庫
島
に
於
け

る
強
制
執
'
付
は
其
中
止
を
命
性
ら
れ
た
。

関

税

の

存

陵

四

期
H
M
に
港
蛸
問
に
庇
接
閥
係
な
き
第
三
者
に
向
っ
て
、
関
税
の
牧
入
を
寄
附
し
た
結
目
指
は
、
勢
。
閥
務
は
牧
盆
本

位
正
な
っ
て
、
営
に
排
出
抑
ヲ
ぞ
れ
自
身
の
地
躍
進
り
活
め
に
悪
影
響
守
山
県
へ
た
ば
か
り
で
な
(
、
期
〈
到
る
世
陣
の
港
仁

入
つ
1
闘
枕
を
取
立
一
ー
ら
札
る
潟
め
に
、
国
街
症
倒
的
側
主
は
、
自
然
北
収
入
り
減
少
を
来
!
損
害
争
被
る
ぜ
共

に
米
倒
的
昂
騰
を
来
た
す
こ
子
笠
弛
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
o

殊
仁
商
品

ω如
き
は
、
こ
れ
が
斜
め
に
債
格
の
騰

貨
を
来
し
て
、
凶
民
生
活
を
脅
か
す
こ
ご
に
も
な
う
に
ピ
思
は
れ
る
。
放
に
穀
物
的
資
り
が
わ
る
く
て
、
飢
僅

ω
整

山
町
高
か
っ
た
時
に
は
、

人
民
向
愁
eT
除
〈
斜
め
に
、

一定

ω期
限
を
附
し

τ、
諮
問
の
升
米
及
び
兵
庫
島
の
日
銭

品
二
十
四
巻

λ
O化

日射

h
蹴

3品主

両首
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証主

世
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叢

論

世

櫓

中

伐と3

第
二
十
回
答

λ 

O 

第
五
世

四

の
徴
牧
を
中
止
苫
せ
ら
れ
た
こ
正
も
あ
る
o

(
品
位
脱
悶
天
皇
の
一
克
徳
一
一
年
六
月
十
五
日
の
給
旨
)
殊
に
後
醍
醐
天
皇

の
建
武
の
中
典
は
、
鎌
倉
幕
府
川
期
叫
棋
を
承
げ
て
、
従
来
の
宿
弊
全
輩
・
め
、
相
々
の
善
政
を
布
か
れ
ん

E
し
た
。

彼
拡
閣
の
本
所
関
係
が
、
神
枇
に
も
及
ば
し

τ‘
本
家
飯
山
捕
を
生
じ
、
枇
倣
の
事
か
ら
、
紳
臓
の
補
任
迄
其
干
渉

す
る
正
こ
み
正
な
っ
て
、
弊
容
が
多
か
っ
た
か
ら
、
特
に
諸
国
り
一
二
宮
に
限
っ
て
、
本
家
制
a
採
り
競
争
』
停
め
ら

れ
、
嘗
該
紳
枇
の
庇
帥
開
芭
さ
れ
た
如
3
は
北
(
一
例
で
ゐ
る
。
ぞ
れ
に
も
増
し
た
義
政
は
、
諸
凶
り
開
所
を
悉
(
停

止
さ
れ
た
事
で
あ
ら
う
ω

東
大
寺
文
書
に
「
諸
岡
一
同
被
昌
一
停
止
』
」
ピ
見
え
て
居
る
。
後
世
で
は
戦
闘
附
代
に
諸
国

山
り
閉
山
正
の
関
所
溢
設

ω筏
を
承
り
た
純
凹
信
長
が
、
道
路
を
修
築

L
、
椛
梁
を
架
設
す
る
ご
共
に
、
閥
抗
を
呂
田
除

L
た
却
も
、
こ
れ
に
相
除
す
る
善
政
で
ゐ
っ
た
o

こ
れ
に
依
っ
て
岡
氏
が
多
大
の
便
宜
を
得
た
に
反
し
て
、
深
刻

な
る
打
盤
を
受
け
た
も
の
は
、

そ
れ
ら
的
山
市
附
金
受
け
て
居
た
一
柳
枇
仙
寺
で
ゐ
っ
た
o

放
に
京
大
奇
的
如
き
は
、

兵
庫
島

ω升
米
此
石
H
A
ぴ
三
筒
沖
の
目
鋭
が
同
寺
に
取
っ

τ重
姿
な
事
怖
を
具
し
て
北
(
復
活
を
奏
請
し
た
り
れ
Y」

も
、
天
皇
は
諸
闘
に
通
じ
て
停
止
台
れ
た
以
上
は
、

兵
州
聞
に
限
っ
て
復
活
ぜ
許
す
は
困
難
で
ゐ
る
が
、

悲
し
他

に
一
筒
所
で
も
傍
例
が
め
れ
ば
直
に
許
可
し
よ
う
ピ
仰
せ
ら
れ
た
。

元
戒
処
武
山
り
中
興
は
宵
五
十
年
も
続
い
た
幕

府
に
代
っ
て
、

所
説
公
家
一
一
統
的
政
治
を
起
す
に
必
要
な
準
備
が
な
か
っ
た

ω
吉、

間
々
の
事
情
か
ら
、

政
令
が

一
途
に
出
で
な
か
っ
打
。
縦
ひ
山
で
、
色
調
査

ω不
充
分
、

情
W
H加
昨

怖

い

r

ら、

一
旦
川
に
さ
れ
口
論
旨
の
召
返
正

い
ふ
こ
子
炉
』
、
而
か
も
一
一
再
な
ら
宇
行
は
れ

τ、
少
か
ら
千
新
政
府
的
威
信
を
傷
付
、

ぞ
れ
が
や
が
て
頗
桜

ω素

-、

， . ~ ~-



困
を
な
し
た
雅
で
あ
る
。
防
閲
枕
の
撤
厳
に
至
っ
て
も
亦
同
は
で
ゐ
つ

τ、
其
後
淀
闘
を
興
踊
寺
に
付
せ
ら
れ
、

棚
上
闘
を
園
地
寺
に
返
さ
れ
た
が
ら
、
東
大
寺
は
勅
約
f
m
聞
に
、
兵
庫
聞
及
び
目
銭
は
も
さ
内
如
〈
同
寺
に
於

τ

管
制
附
し
た
い
ご
奏
請
し
て
居
る
。
(
建
武
一
克
年
十
二
月
二
十
五
日
)
恐
ら
〈
裁
可
を
下
さ
れ
た
こ
ど
で
あ
ら
う
。

此
諸
国
闘
所
り
撤
廃
方
針
は
鋭
い
総
武
中
興
り
中
に
す
ら
新
品
川
に
頓
挫
し
た
の
で
め
る
か
ら
、
中
典
政
府
そ
れ

自
身

ω顛
桜
ピ
共
仁
、
み
-
P

旬
、
非
ら
れ

τ仕
刻
り
た
。
そ
れ
か
ら
後
も
も

そ
れ
ら
の
法
機
に
は
陶
枕
の
徽
股
が
止
ま

な
い
ば
か

b
か
、
関
税
的
帥
枇
寺
院
仁
寄
附
さ
れ
る
の
臥

μ
、
従
来
よ
ち
も
一
一
指
憎
ん
に
も
な
れ
ば
、
乱
脈
に
も

な
う
花
。
而
し

τ業
開
務
り
如
き
も
、
刑
止
守
り
捌
係
者
(
寺
な
ら
ば
併
侶

ω
雑
掌

)ω
外
に
、
代
官
峨
ご
い
っ
て
、

俗
人
仁
一
定

ω
牧
益
納
入
で
稿
負
は
す
よ
う
に
な
っ
て

u・
諒
求
が
一
一
謄
甘
世
に
し
き
を
加
へ
た
的
で
ゐ
る
。
鱗
津

凶
江
口
闘
所
り
代
官
臓
が
孫
左
衛
門
家
次
な
る
も
の
に
付
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
は
英
一
例
で
め
る
o

(
御
前
落
居

本
書
、
そ
れ
も
殺
に
償
侶
ど
し
た
ご
は
い
i

こ
併
し
乍
ら
他
の
一
方
仁
は
、
幕
府
り
御
用
船
、
帥
枇
寺
院
其
他
の

機
門

ω
年
一
貫
米
を
蓮
迭
す
る
年
賀
帥
川
町
一
す
が
、
柿
々
の
理
由
の
下
に
・
幕
府
か
ら
諸
闘
に
宛

τ
、
煩
な
く
勘
描
す
べ

し
と

ω過
所
の
下
付
を
受
け
て
特
別
免
除
を
計
百
れ
た
も
り
も
多
〈
、
そ
れ
ら
を
御
判
船
泊
所
船
凶
料
納
杯
ピ
レ

っ
た
。
然
る
に
商
人

ω中
に
は
、

一日制

ω関
税
忌
避
の
手
段
に
利
用
し
た
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
例
へ
ば
石
橋

水
八
幡
宮
大
山
崎
紳
人
は
在
胡

d

市
呼
資
植
を
奥
へ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
共
荏
胡
凧
は
八
怖
宮
の
御
燈

泊
料
で
あ
る
ピ
穆
し
て
諸
岡
山

d

心
地
過
す
る
に
闘
枕
免
除
の
特
山
県
営
奥
へ
ら
れ
、
無
税
で
通
過
が
許
苫
れ
て

前

叢

Eド

世

融

節
二
十
匹
笹

第
五
臓

"J 

λ 
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議

世

地

"， 

第
二
+
四
巷

第
五
捜

F、

一且-
p、

居
っ
た
。
比
場
合
、
一
別
人
正
は
一
川
枇
に
拙
到
し

τ御
鮫
泊
料
の
荏
初
挑
を
納
的
、

一
定

ω紳
事
に
携
は
る
以
外
は
、

荏
胡
麻
の
商
人
で
あ
る
c

石
清
水
入
崎
中
古
は
畢
孟
此
商
人
の
座
の
一
本
所
で
ゐ
っ
た
。
彼
等
が
肺
人
な
る
務
放
を
利

用
し
て
、
商
品
に
謝
す
る
肱
枕
の
目
的
を
漣
す
る
手
段
ご
し
た
の
は
言
ふ
迄
も
な
〈
不
嘗
の
事
で
め
っ
た
け
れ
ど

も
そ
れ
が
許
さ
れ
て
居
る
o

他
方
又
そ
れ
ら
の
特
請
を
受
け
た
船
舶
に
商
品
を
積
ん
で
脱
税
を
闘
る
不
正
の
舶
員

も
ゐ
っ
た
。
放
に
幕
府
で
は
年
廷
の
運
迭
に
蛍
っ
た
問
九
の
船
頭
に
向
っ
て
、
商
品
を
年
買
舶
に
積
込
ま
副
ニ
ピ

を
誓
は
せ
、
若
し
そ
れ
に
漣
反
1
1
、
少
ー
で
も
両
日
聞
を
積
ん
で
居
た
誌
が
畿
見
さ
れ
た
坊
合
仁
は
、
立
(
舶
を
波

敬
す
る
こ
正
仁
し
た
o

斯
様
な
苑
税
舶
や
脱
税
航
が
多
〈
な
れ
ば
な
る
程
、
縦
ひ
港
、
闘
に
出
入
す
る
船
舶
い
数
は

多
〈
正
も
閲
枕
の
牧
入
は
却
て
減
少
を
見
れ
ぬ
こ
ど
も
あ
っ
た
か
ら
、
関
務
を
管
理

L
で
局
る
刑
守
は
、
新
る
特

寸
前
の
制
限
を
盟
み
、
幕
府
は
特
許
を
巾
請
す
る
刷
寺
ご
の
仰
に
板
揃
み
正
な
っ

τ、
背
L
い
立
場
仁
附
与
、
常
に

一
定
内
方
針
を
守
る
-
』
正
が
出
来
な
か
っ
た
柏
崎
的
、

不
得
要
領
の
態
度
を
取
れ
り
つ
、
ゐ
う
た
ニ
ピ
が
、
港
湾
の
授

連
を
阻
害
も
す
れ
ば
助
長
も

L
た
o

.‘・
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